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ACLで送信した内容(Dock receipt)の訂正方法の変更について 

 

拝啓、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げ 

ます。  

 

さて、ACLにて送付いただきました内容(Dock receipt)の訂正について、下記のように変更いたします。 

ご留意くださいますようお願いいたします。 

敬具 

記 

 

【変更日】1/18(水）始業時より適用開始 

【変更点】以下の通り送付済の ACL内容の訂正方法が変更になります。 

 

■ CFS CUT日の16:00までの訂正： 

  特別な航路を除き、ACLでの送信情報訂正が可能です。 

  ACL情報を訂正される際は、ACL11にて登録情報を呼び出し、ブッキング番号に 

  枝番「01」を付けて処理区分「9（新規登録）」にて再送信してください。 

  ※ 処理区分「5（訂正）」でご送信いただいても反映されませんのでご注意ください。 

  ※ ACLを再送信していただく際は、訂正項目だけではなく、B/L記載事項をすべて 

    ご入力いただきますようお願いいたします。 

    最後にご送付いただいたデータを最新のものとして、B/Lが作成されます。 

■ CFS CUT日の16:00以降の訂正： 

  ACL受信データ控えに訂正箇所を明記の上、FAX送信状を添えてFAXにてご連絡ください。 

   ・FAX送信先：輸出業務課（FAX No.：045-682-5314） 

   ・FAX送信状：以下より「ACL関連専用FAX送信状」をダウンロードしてください。 

    URL：https://www.logix.co.jp/service/lclex/menu/necessarydocuments 

（FAX番号の記載あり） 

以上                                  

 


